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1 目的 
 
 
 
 
２ 申請方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

直結増圧給水は、水道水の安定供給をしつつ直結給水の範囲を拡大することにより、貯水槽水道に

おける衛生問題の解消、省エネルギーの推進、設置スペースの有効利用、安全でおいしい水の供給

などを図り、需要者へのサービスの向上を目的とします。 

申請の流れ 
（水圧調査） 
① 直結増圧給水を受けようとする者（以下「申請者」という。）は協議に先立ち直結増圧給水水圧

調査申請書を上下水道部に 2 部提出し、水圧調査を依頼します。 
② 上下水道部は、この水圧調査申請書が提出されたとき、配水管平均動水圧、配水管最小動水圧、

設計水圧、分岐可能口径、配水管を同申請書において申請者に回答します。 
（設計協議） 
③ 申請者は水圧調査結果回答書により水圧条件が満たされた場合には、下記の書類を上下水道部

に 2 部提出し設計水圧に基づいて協議を行うことができます。 
・ 直結増圧給水協議申請書 
・ 位置図 
・ 配管平面図（口径・延長明記） 
・ 配管立面図（口径・延長明記） 
・ 水理計算書 
・ その他必要書類（ポンプ仕様書など） 
・ 直結増圧給水水圧調査回答書の写し 
・ 直結増圧給水装置調書 
・ 既設給水設備調査報告書（既設の給水装置を使用する場合） 

（回答） 
④ 上下水道部は直結増圧給水の協議結果を、直結増圧給水回答書により、申請者あてに通知しま

す。 
（給水装置工事申し込み） 
⑤ 申請者は通常の申し込み書類の他に定期点検業者選任届を提出します。 
（竣工検査） 
⑥ 「一宮市給水装置工事検査要綱」に基づき、検査を実施するとともに、検査の結果が不合格と

なった場合は、協議内容のとおりに改善し、合格の判定をするまで給水開始は保留します。 
（定期点検） 
⑦ 申請者は、減圧式逆流防止器が正常な逆流防止機能を維持するために、専門業者による定期点

検（1 年に 1 回実施）を申請者負担により行い、減圧式逆流防止器定期点検報告書を提出しま

す。 
⑧ 申請者は定期点検表を上下水道部が報告を求める時いつでも提出できるように保管します。 
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【注】 
① 設計内容の変更、あるいは協議以外の事項が発生した場合は、速やかに再度協議を

してください。尚、回答後 1 年以内に給水装置工事の申し込みがされない場合につ

いては、再度申請をしてください。 
⑥ 直結増圧ポンプの 1 次停止圧（吸込圧力 0.07Ｍpa）ならびに復帰圧（吸込圧力 0.1

Ｍpa）は、上下水道部職員の立会いのもと入力します。又、減圧式逆流防止器が正

常に作動することも確認します。 
 

平成 16 年 4 月 1 日施行



 3

直結増圧給水フロー図 
申請者              上下水道部 

 
  
 

「直結増圧給水水圧調査申請書」2 部提出 配水管動水圧の調査 
  
 

「直結増圧給水水圧調査結果回答書」1 部控え 

「直結増圧給水協議申請書」2 部               「直結増圧給水水圧調査結果回答書」1 部通知 

「直結増圧給水装置調書」2 部 （提示 配水管最小動水圧・設計水圧・分岐最大口径） 

   
  
 対象建物 

 メーター口径 

 設計水圧と損失水頭の確認 
 【直結増圧給水不可能】   
 
 受水槽方式へ変更 
 【直結増圧給水可能】 
 
  
 

「定期点検業者選任届」1 部 「直結増圧給水回答書」1 部控え 

 「直結増圧給水回答書」1 部通知 

 
 

 

 

 
 

【不合格】 
 【合格】 
 
 
  「減圧式逆流防止器定期点検報告書」1 部     1 年 1 回提出  

①水圧調査依頼 水圧調査確認 

②回答 ③設計協議 

受理 

審査 計画再検討 

④承認 ⑤給水装置工事申込み 

直結増圧給水の中止 

給水装置工事 

⑥竣工検査 

完了 

不合格箇所の改善 

⑦定期点検 
受理 


